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成
三
十
年
二
月
九
日
提
出

質

問

第

七

〇

号

い
わ
ゆ
る
「
み
な
し
機
」
の
規
則
改
正
以
後
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

高

井

崇

志
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い
わ
ゆ
る
「
み
な
し
機
」
の
規
則
改
正
以
後
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
九
年
九
月
四
日
に
「
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
遊
技
機
の
認
定

及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
」
（
以
下
「
風
適
法
等
改
正
規
則
」
と
す
る
）
が
公
布
さ
れ

た
。
同
改
正
規
則
は
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
風
適
法
施
行
規
則
」

と
い
う
）
第
八
条
に
定
め
る
「
著
し
く
射
幸
心
を
そ
そ
る
お
そ
れ
の
あ
る
遊
技
機
の
基
準
」
（
以
下
「
遊
技
機
基
準
」
と
す

る
）
に
つ
い
て
、
出
玉
規
制
や
大
当
た
り
出
玉
規
制
を
強
化
す
る
な
ど
、
パ
チ
ン
コ
業
界
に
変
革
を
迫
る
内
容
と
な
っ
て
い

る
。現

在
合
法
に
パ
チ
ン
コ
ホ
ー
ル
に
設
置
さ
れ
て
い
る
遊
技
機
に
は
、

・
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
風
適
法
」
と
す
る
）
第
二
十
条
に
定
め
る
検
定
（
以

下
単
に
「
検
定
」
と
す
る
）
を
通
過
し
た
型
式
に
属
す
る
遊
技
機
（
以
下
「
検
定
機
」
と
す
る
）
と
、

・
検
定
の
有
効
期
間
の
終
了
前
に
風
適
法
第
二
十
条
に
定
め
る
認
定
（
以
下
単
に
「
認
定
」
と
す
る
）
を
受
け
た
遊
技
機
お
よ

び
認
定
の
有
効
期
間
の
終
了
前
に
再
度
認
定
を
受
け
た
遊
技
機
（
以
下
「
認
定
機
」
と
総
称
す
る
）
と
、

・
検
定
ま
た
は
認
定
の
有
効
期
間
で
あ
る
三
年
を
終
え
て
も
認
定
を
受
け
な
い
ま
ま
設
置
し
営
業
に
用
い
て
い
る
遊
技
機
で
あ

一



る
「
み
な
し
機
」

の
三
種
類
が
あ
る
。

出
玉
規
制
お
よ
び
大
当
た
り
出
玉
規
制
の
見
直
し
に
伴
い
現
在
パ
チ
ン
コ
ホ
ー
ル
に
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
遊
技
機
の
大

半
は
風
適
法
等
改
正
規
則
の
施
行
後
は
遊
技
機
基
準
に
適
合
し
な
く
な
る
見
込
み
で
あ
る
。
他
方
で
同
改
正
規
則
で
は
検
定
機

お
よ
び
認
定
機
に
関
す
る
経
過
措
置
と
し
て
、
同
改
正
規
則
の
施
行
日
（
以
下
単
に
「
施
行
日
」
と
す
る
）
前
に
検
定
ま
た
は

認
定
を
受
け
た
遊
技
機
に
つ
い
て
は
、
当
該
検
定
ま
た
は
認
定
の
有
効
期
間
は
引
き
続
き
ぱ
ち
ん
こ
屋
が
営
業
に
用
い
る
こ
と

を
認
め
て
い
る
。

他
方
風
適
法
等
改
正
規
則
に
お
い
て
は
、
「
み
な
し
機
」
に
つ
い
て
は
明
確
な
取
り
扱
い
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、

こ
の
際
、
業
界
の
混
乱
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
、
い
わ
ゆ
る
「
み
な
し
機
」
の
規
則
改
正
以
後
の
取
り
扱
い
に
関
し
以
下
の

諸
点
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

政
府
に
お
か
れ
て
は
、
か
つ
て
検
定
機
で
あ
っ
た
も
の
の
当
該
遊
技
機
が
属
し
て
い
た
型
式
の
検
定
の
有
効
期
間
が
終
了

し
か
つ
認
定
を
受
け
て
い
な
い
状
態
で
営
業
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
遊
技
機
（
以
下
「
旧
検
定
機
」
と
す
る
）
、
及
び
、
か

つ
て
認
定
機
で
あ
っ
た
も
の
の
当
該
遊
技
機
が
認
定
の
有
効
期
間
を
終
了
し
か
つ
再
度
認
定
を
受
け
て
い
な
い
状
態
で
営
業

二



の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
遊
技
機
（
以
下
「
旧
認
定
機
」
と
す
る
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
全
国
の
ぱ
ち
ん
こ
屋
で
現
に
何
台

程
度
設
置
さ
れ
て
い
る
か
把
握
し
て
い
る
か
。

二

風
適
法
で
は
旧
検
定
機
ま
た
は
旧
認
定
機
を
営
業
に
用
い
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
か
。

三

風
適
法
等
改
正
規
則
で
は
、
ぱ
ち
ん
こ
屋
が
現
に
営
業
に
用
い
ら
れ
て
い
る
旧
検
定
機
ま
た
は
旧
認
定
機
を
、
施
行
日
以

後
も
引
き
続
き
営
業
に
用
い
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
経
過
措
置
を
設
け
て
い
る
か
。

仮
に
同
改
正
規
則
で
こ
れ
ら
の
経
過
措
置
を
設
け
て
い
な
い
場
合
、
旧
検
定
機
及
び
旧
認
定
機
は
出
玉
規
制
や
大
当
た
り

出
玉
規
制
な
ど
の
遊
技
機
基
準
に
抵
触
す
る
「
著
し
く
射
幸
心
を
そ
そ
る
お
そ
れ
の
あ
る
遊
技
機
」
と
位
置
付
け
ら
れ
、
旧

検
定
機
ま
た
は
旧
認
定
機
を
用
い
た
営
業
は
風
適
法
第
二
十
条
に
違
反
す
る
も
の
と
し
て
罰
則
の
対
象
に
な
る
と
考
え
る

が
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。

四

政
府
は
先
の
緒
方
林
太
郎
君
提
出
の
質
問
に
対
す
る
答
弁
（
内
閣
衆
質
一
九
二
第
一
二
三
号
）
内
で
「
ぱ
ち
ん
こ
屋
に
つ

い
て
は
、
客
の
射
幸
心
を
そ
そ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
風
営
法
に
基
づ
き
必
要
な
規
制
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
、
当
該
規
制
の
範
囲
内
で
行
わ
れ
る
営
業
に
つ
い
て
は
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
百
八
十
五
条
に

規
定
す
る
罪
に
該
当
し
な
い
と
考
え
て
い
る
。
」
と
答
え
て
い
る
。

三



当
該
答
弁
の
反
対
解
釈
と
し
て
、
ぱ
ち
ん
こ
屋
が
、
遊
技
機
基
準
に
抵
触
す
る
性
能
を
有
す
る
遊
技
機
を
営
業
に
用
い
た

場
合
、
当
該
営
業
は
風
適
法
の
範
囲
を
超
え
る
も
の
と
し
て
刑
法
第
百
八
十
五
条
の
賭
博
に
該
当
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
考

え
る
が
、
政
府
と
し
て
の
見
解
を
問
う
。

五

警
察
庁
は
、
二
〇
〇
四
年
七
月
に
風
適
法
施
行
規
則
を
改
正
、
施
行
し
た
際
、
警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十

二
号
）
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
都
道
府
県
警
察
に
対
し
て
、
旧
検
定
機
お
よ
び
旧
認
定
機
を
用
い
た
ぱ
ち
ん
こ

屋
の
営
業
を
二
〇
〇
六
年
六
月
ま
で
お
よ
そ
二
年
間
取
り
締
ま
ら
な
い
よ
う
に
指
導
し
た
、
と
い
う
事
実
は
あ
る
か
。

仮
に
こ
れ
が
事
実
で
あ
っ
た
場
合
、
当
該
行
政
指
導
は
旧
検
定
機
ま
た
は
旧
認
定
機
に
対
す
る
い
か
な
る
風
適
法
上
の
解

釈
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
か
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。

六

政
府
と
し
て
、
違
法
な
営
業
活
動
を
黙
認
す
る
よ
う
な
行
政
指
導
を
行
い
、
当
該
行
政
指
導
に
従
っ
た
事
業
者
が
結
果
と

し
て
損
害
を
被
っ
た
場
合
、
当
該
行
政
指
導
行
為
は
国
家
賠
償
の
対
象
に
な
る
か
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。

政
府
の
見
解
は
如
何
か
。

右
質
問
す
る
。

四


